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当 会議

・進行管理の必要なケースの 位とその時 分

・事 に進行管理 を関係機関にすべて（ と）確 してもらい、会議 では の関わりの
ないケースについて し合い

・児相、保 部門から会議 に各ケースの 報を してもらいケースの 待 や の変化等を確
。会議で が必要なケースを する

・ スクアセスメント を 用し、より 的な てと変化を すること

・要対協に関する居所不明児童や 者対 会議の なども える。 （中 ・ 度 ）
直しする に 報を で依 、

・ を しやすい つくりにより進行

・ 加者に必 言でも ・ を してもらう

・ ニ ン シートの によりケース の変化を 的に している

・会議は の で実施し、 規・ 管ケースは時 を要するために に 。重 度の重い
ケースと いケースの を 等分して

・継続ケースを要保護・要支援ケースに分けて、要保護ケースをさらに 進行管理を行うものと
に 度行うものに分け、要支援ケースについては または要保護とすべきケースのみ会議が り う
こととして、 あたりの り いケース を調整している

・アセスメント について 継続して記 できる にしているので、ケースの経過、 スクの変化が
確 しやすい

・管理 （ケースの動きも め）を継続的に記 しケースの経過がわかりやすくしている

・ 規ケースには時 をかけて報告しアセスメント を用

・ 規ケースにはジ ム用いて各関係機関に知ら る

・時 するため シートを作成している。また 員の を にまとめる

・ケースに関係する各機関の担当者 を要対協 （進行管理 ）に記 。

・異動によって めて会議へ する職員もいるので、 して 要がわかるように （ ）

・アンケートを実施して し会議 の をはかる

・ が い に進行し 育 員会が 加しやすいようになった。 加機関の 合等により を変

・機関が 中 保 などへ変わる 度 めにケースの り依 に いている

・ 、保・ ・ ・中へ き を える
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関係部署に事 に の ックを いしている（ の ケース ュー実施時）。

● 者 けの 待・ イ スク研修を行っている

・ケース にはより多くの機関が関わるケースを 、会議 には を各課に し事
に 報 してもらう

・会議 を 機関に対して事 に

・ に対 ケースにつき 加機関に通知をする。 の会議 の 表

・会議当 より に
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・ 変化時には 時連 が る
・ に相談して の課 に り む。 で
・担当者ではなく としての方 に基づく 言
・ に ける確 、判断
・ 、担当者が った時の相談役
・ 会的 護の は の り であるため、 期の連携は け づくりに必要
・ 報 をしっかり行って しい
・ ・重度事 への積 的な 時保護の
・ ームで対応するなど児童 による
・ 時保護や施設 所などの い対応
・児相で とし、 に き継 時の体制づくり

・児相が が ら 連 がす につかない
・ えめな方が多く助言が ない
・児相の役割りが となっているのでは
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1 2  

・ 時保護 、 りになった児童、保護者が 育能力が い

・親に がある。子に があるケースが と ど。どのように支援するか

・親の 不 や による子どもと への があるケースの増加

・ の や児の不 、不 が多い

・ が していると われる、 での 力行 等

・ を実施したケースの報告。 時保護等、 育 が まったケースの報告

・ネ クト、親の に関するケース

・ネ クトの に いて 育 等の から連携して支援する

・ 児に対する 事 が 増加している

対応
・制度（施 ）を 用するなどの支援 けでなく、対 者の いやが ばりを め り うことで対 者 が
変りたいという い（ ）を めることでケースを することの大切さが多い

・支援に 的な への 方法

・ き 通告への対応

・心を いてくれない 親への支援、言 かけ等について

・子ども 、 など機関により てが違う。行動の変化、 つの では けない多 など 合的な
アセスメントが 能で できる

・ 児からの支援で がされやすい

・ 児の支援で 等を えた保護者等のケースについて、保 の理解や協力は不 である

わ
か

て
き
た

こ
と
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・ 員会という会議を し、何をしているか 報の
・ 会や 人 体の 会等
・パン ット等の
・中 とのネットワーク会議を している
・要対協の 会等を
・保育 長会へ く
・ 児童 員 会（ ）に している
・ 保育 連 協議会の 研修会に く
・ 中 会に く
・ 連携会、中 担当者会議、 育セン ーケース会
・ 親 研修会
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進行管理 の の連 会議の 体的な
児童 支援セン ーの として事 を 子保 も えて行っている。進行管理ケースについても
支援方 の を実施
子育て支援課に通告があったケースと 子ども相談所（児相）に通告があったケースを 子ども

課が し、調整会議によって進行管理機関（ か児相）を決める
事 にケース管理 を作成して確 し合っている
ケースを に して進行管理 ストに れるかを決 している
要対協ケースの確 、 ケースの確

事 、特に 所 置となっている児童について解 の 、 通しなどを確
実務者会議（進行管理会議） での会議の は時 的に しいので、実務者会議 にケースにつ
いて 協議を 等で行う

実務者会議での進行がスムー に行えるように、事 に課 を確 して当 積 的に を してもらう
ル （ 化 要 ） ル （心 なく を ）ケースの 確 や調整。児相との関係調整

事 や当 の会議の進行について
ケースについての説明や の方 など事 協議して く
会議をどのように進行していったらいいのか等、 体的な進行の ートをしてもらっている
進行管理ケースを ストアップして事 に 報を する

やメールでやり りをする場合もある
進 の確 をするが会議という形はとらない

で確 している。 と児相の関係がよくないケースがわりとある

 28 
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特
・人事異動等で たに要対協の 成員となる管理職も多いため、 度当 に代表者会議を し、要対協の
役割と 動について理解と協力を めている。その 、 待ケースの事 要や関係機関のかかわりにつ
いて報告を行っている

・代表者への要対協の理解を めるため事 により各機関の連携を える

・ネットワークを 成する関係機関の な連携を確保するため、各 加機関の児童 待 の り みや各
の実務者会議の や課 の報告を実施

・パネル ス ッシ ンを行い、 を ける けでなく 者もそれ れの 場での 言をし 体的に 加
してもらう

・ を るため ： からの としている

人
・代表者会議を 、児童、 者、 待の つの 力をまとめてやって り複合的に多 的に を行っ
ている

・ 機関の代表者もいることから に会議を するようにしている

・各機関 とに児童 待に関する り みを報告 にまとめてもらい、 の 子にまとめている。代表者会
議では 子を に 動や り みを 表している

・事 に代表者からテーマについて してもらう。 メントなどを して き を めてもらう

・ 体的事 の やパワー イントを った ー を 表している

・ 等事 に し、会の 的・課 等を明確にしてそれ れの を って 加されるよう依 している

・会議の に の を決めることにより アップにつながっている

・特に 機関は 中の と 加は であるため の に し 加を いている

・関係機関の長に 待対応について してもらえるように の機関の を会で 表してもらう

・ し、 度当 にネットワーク 成機関の機能（役割）についてシートを用いて している。相 に
ネットワーク 成機関の機能を理解し連携 化を っている

・会議と児童 待に関する研修を て行う

・ は研修を行い 待 への協力を できるよう動機づけを行う。 は で実 り っている
ケースを り 実 の を める

・ 事 （居所不明児童）の の報告など専門機関より解説してもらい、 な として考えてもらう

・代表者会議では 、要対協の 要に関する説明や 待相談等業務の実 報告・事 、支援の
に関する協議を行うとともに支援 の なども行っていきたい

 34 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

１．開催日時の工夫
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要対協の調整機関としての課
テ ー

の作成、ケースの報告会に わらない 機管理の い会議であること

代表者会議、実務者会議とも「 て職」のメンバーが多く、必 しも児童 待や要対協の への
理解が十分とは言えない。「協議」をする場というより 報 にとどまっている

ケース の増加により実務者会議の が 的になって り れ作業的。機関によっても会議へ
の り み に違いが られるため。実務者会議の ち方など が必要

各機関が いに対等な 場でそれ れが 体的にケースに関わる関係作り

児 機関 （特に 職）との連携

人 で多 の実 を り う業務量

ケース管理が増えることによる担当者の ーバーワーク

調整機関と 場対応をしている機関が である。業務量の 担が大きく 的 を行うことも
しい体制である

勤 人では 理しきれない。ケース増加に 合った人員の 置（ 勤専門職）が必要。 不
在はす にも解 すべき

要対協の調整 に相談、 等からの通報対応に われる。人 が足りない

ケース量増加
になるケースがなくケースが増える 方なので、進行管理が 担となり 度の変化に対応

できない れがある

研修がすくない
要対協事務 担当者を対 にした研修が なく、要対協の 的や業務の れを体 的に 機
会がないこと

実施方法 要対協の進行管理会議（実務者会議）の実施方法。 ケースの がされていないこと

職員異動 職員の異動に う 体化

対応力 関係機関の 待対応への対応力の を 化

実施者会議での進行管理は 実的でない。中心となる 機関で対応すべき。

ケース進行管理システムが確 していない。

マニュアルのみな し
要対協のマニュアルの 直し（ や の基 ）。ケース の増加（ き 報告や居所不明児
童の の ）

要対協の存在 よ 役割が周 の関係機関、 などに 知されていないため、 的な
支援に つく 報が されにくい にある

業務担当が正職 人で対応しているため 担大。 としての要対協の ち位置が である。進
行管理 等整 されていない

調整機関である子ども 支援セン ーの力量 化

要対協としての職務 けで専 できない。 の人 不足で他の業務との け ち、 の が
ってもらわないと、要対協としての中 は続けられないと う。あまりに 人の す て、 で

人は 動するためケースの てなど人は育たない。児童相談所の職員が育たないのと
ではないか

力量 化

会議のありかた

機関連携

業務量と人員

体制

要対協の周知

 36 
 

47

 

●調整機関が過度に期待されてしまい「何とかしてくれる」「報告をすれば解決してくれる」と依存しがちな機関がある。各
機関が担う役割について正しく理解してもらう努力が必要

●　ケース量増加、複雑化による業務量の増大

・人材不足

・正規職員に専門職の起用を長期継続の勤務体制

・相談記録のシステム化

・調整のみではなく相談業務、通告対応まで経験の浅い職員が対応し、相談や管理方法が適切であるかの判断に悩む

●調整機関と相談機関の位置づけがあいまい

・・調整機関でありながらケース対応している中心機関であること
　・・　直接的な支援の実施も行っているため、支援ケースが　多くなった場合、調整機能が十分でない時がある
　・・調整機関の支援での位置づけ、要保護児童、特に親の保護の怠慢は子育て支援課にあると仕事量が増大している

・調整機関は子育て支援室が担っているが、他の業務が多く煩雑にならないよう事務が大変

・調整機関も関係機関も異動で担当者が変るので積み重なっていかない。そのつど理解してもらうまで説明するのが大
変。関係機関関での温度差や考え方の相違が大きい。児相からの助言が得られない

・調整機関の在り方：ケースマネジメントのスキルアップ

●要保護協議会の機能の周知

・進行管理の仕方（連携機関と役割分担等）、要対協ネットワークへの周知

・実務者会議や進行管理に関わる基礎ができていない

・代表者会議の形骸化

・児童相談所との関係

・居所不明児童の対応

・マニュアル作成

●役割分担やアセスメントに対してのスーパーバイザー的な機関がない

●研修等が必要、専門部署の担当を設けるべきではないか

専門職確保
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・調整機関も関係機関も異動で担当者が変るので積み重なっていかない。そのつど理解してもらうまで説明するのが大
変。関係機関関での温度差や考え方の相違が大きい。児相からの助言が得られない

・調整機関の在り方：ケースマネジメントのスキルアップ

●要保護協議会の機能の周知

・進行管理の仕方（連携機関と役割分担等）、要対協ネットワークへの周知

・実務者会議や進行管理に関わる基礎ができていない

・代表者会議の形骸化

・児童相談所との関係

・居所不明児童の対応

・マニュアル作成

●役割分担やアセスメントに対してのスーパーバイザー的な機関がない

●研修等が必要、専門部署の担当を設けるべきではないか

専門職確保
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年 は 市に いて児童 は 加 にある。 が多くなると、

である 会議は 市 で していた に、５分 で 数 をす

るな 、き い になり ない。

の な工夫がなされているの に いては、関 の いと である。 れに いては

が の の に いて り げたい。

市では、 を 機関で、 分とい で ていく とになるため、そのため、

には、 と のある と児童の進 を り げている。 を する

で 、 機関 らなる 会議で ～３ の を 職の を て

に をする機会を ている。 た、年 回、 を に 、 別

会議の支援 をしている。さらに な しを年 回 している。その 、学校、

、 児童 を し、 、 された を とに、 での

を行 ている。 に が されている とがわ る。

た、日 ら、 と な わりを にしている とや、 支援 との

を にするな 、数多い 数を する環 にある。 た、 年数が い が

り、支援の ができている。

市の工夫に いては、 の を している会議を している点である。

で、一 が ～ 分で 機関に り 議される。 の に いては、 地域

に分けて年 回 学期ごと で している。 市は を し、 や

な の 理 があり、支援対 ができているのは、 年数が５年 年で

が い が ている との きい。 て が の

に いては 期 、 、 の 回、 機関な に の

を行い、 の対 を行 ている。
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工夫 部会 としての工夫  
 

部会 は、３市を り げる。部会 は、それぞれの ごとでの 題をその関係

が り 議をする をとる。部会の 合は、多いわけではないが、それぞれの特徴に

た関係 が る 点が ら になる。 

 
 
古賀市の 合 
古賀市の 合には、部会が５ で、 別にあるので、参加機関が なる。それぞれに会議

の には、 を して り、その の会議に をと ている。 
会議に いては、数が多くて なので、一 あたり５分 ら 分は れる とな

ている。 
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さらに古賀市の特徴は、学齢期対象の「学童支援部会」と、「問題行動部会」が校区別でそれ 
ぞれに進行されている点にある。 
年３回の学期ごとに、地域の関係する機関や主任児童委員が参加をしている。数は多くはな

いため、５分～１０分での審議ができている。校区別の進行管理会議の出席率を挙げるため、

学校の日程に合わせたり、教職員研修の一環として位置づける工夫がされている。 
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平成 年 月 日

平成２６年度児童福祉問題調査研究事業 厚生労働省  
 
「要保護児童対策地域協議会の活性化方策についての研究」への

アンケート調査ご協力願い 
 
私どもはこのたび公募による平成 26 年度児童福祉問題調査研究事業の第４課題である「要

対協地域協議会活性化についての研究」に採用され、現在、調査協力者（元児童相談所長を含

む現場経験者 7 名およびその市町協力者）を得て、研究事業を実施することになりました。 
要保護児童対策地域協議会は、 年の法定以後、要保護児童に加え要支援、特定妊婦

と対象を拡大し、地域の子どもの安全・安心のための支援ネットワークとしての機能が期

待されています。しかし現状は、活動内容にばらつきがみられています。

今回の研究事業を通じ今後より活発な運営ができるよう要対協のあり方について検討し

たいとアンケート調査を企画しました。つきましては、ぜひ市区町村の要保護児童対策地

域協議会の担当者のみなさまに調査ご協力いただきたくご依頼させていただく次第です。 
 

全国の要保護児童対策地域協議会の活動は虐待対応窓口と連動した形で、調整機関を中

心に、個別ケース検討会議、実務者会議を開催しています。とりわけ、実務者会議は重要

な位置を占めております。実務者会議においては進行管理型、研修型、内容別検討会など

があります。また進行管理については別途実施している地域もあります。

今回のアンケート調査におきましては、特に進行管理についてより実効性のある運営

ための適切な人口規模、エリアの設定方法、会議の内容別設定などの方法を検討するため、

全国市区町村悉皆調査と、一部聞き取り調査を行い、その上で実務者会議モデルあるいは

進行管理の工夫などを提示したいと考えております。

また、代表者会議についても、さらに発展させていく必要があることから、その工夫な

ど分析結果から、お伝えできればと願っております。

ご多忙の中、恐れ入りますが、ぜひご協力を賜りますことお願い申し上げます。

平成 年１１月 日までに同封いたしました封筒に入れてご返送ください。

ご質問がございましたら、メールアドレスまでお問い合わせください。

研究代表

〒

神戸市西区学園西町

加藤曜子 流通科学大学・教授

メール

                                       Fax      078-796-5111 
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